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完全に守られている
4.9％

人
権・同
和
問
題
に
つ
い
て
の

意
識
調
査
結
果

今
後
の
啓
発
活
動
の
た
め
に
、
市
で
は
２
０
２
２
年
７
月
、
無
作
為
抽
出
し
た

２,
０
０
０
人
の
市
民
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
郵
送
し
、
人
権
・
同
和
問
題
に
つ
い

て
の
意
識
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。（
回
答
者

：

7
3
9
人
）

調
査
結
果
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ　

人
権
課　

☎
73
・
３
０
０
８

　
基
本
的
人
権
の
認
識

基
本
的
人
権
は
侵
す
こ
と
の
出
来
な
い
永
久
の

権
利
と
し
て
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

あ
な
た
は
、
今
の
社
会
で
こ
の
こ
と
が
守
ら
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
か
。

　
部
落
差
別（
同
和
問
題
）を

　
見
聞
き
し
た
経
験

あ
な
た
は
、
部
落
差
別
を
し
て
い
る
の
を
実

際
に
見
た
（
あ
る
い
は
体
験
し
た
）
こ
と
が
あ

り
ま
す
か
。

「
あ
る
」
と
回
答
し
た
方
へ
、
そ
の
時
期
は
？

　
部
落
差
別（
同
和
問
題
）に
つ
い
て

　
見
聞
き
し
た
差
別
の
時
期
別
内
容

「
見
た
（
あ
る
い
は
体
験
し
た
）
こ
と
が
あ
る
」
を
回

答
さ
れ
た
人
に
お
伺
い
し
ま
す
。そ
の
時
期
と
内
容
は
？

【5年以内】
回答：31人

回答：188人

　
部
落
差
別（
同
和
問
題
）の

　
認
知
経
路

あ
な
た
が
、
部
落
差
別
（
同
和
問
題
）
を
初
め

て
知
っ
た
き
っ
か
け
は
何
か
ら
で
す
か
。

　
部
落
差
別（
同
和
問
題
）の
解
決

部
落
差
別
（
同
和
問
題
）
の
解
決
に
対
す
る

あ
な
た
の
考
え
は
い
か
が
で
す
か
。

部落差別（同和問題）は、21 年以上前に比べ減少傾向にありますが、現在も存在しています。 
その内容は、近隣や仕事上の身近なところや SNS などのインターネットで増加傾向にあります。

部落差別（同和問題）に限らず、その他の人権問題においても差別を受ける側に問題があるわけ
ではありません。全ての人権問題は、差別する人たちがいるから問題になるのです。つまり、加害
者側の問題であると言えます。

部落差別のない社会を実現するために

日本国憲法
第11条（基本的人権）

国民は、すべての基本的人権の享
きょうゆう

有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人
権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第14条（平等原則）
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

※詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html　

法務省の
ホームページは
こちらから

◀

ない
66.9％

かなり
守られている

52.7％

あまり
守られていない

28.7％

まったく
守られていない

2.0％

わからない
9.5％

無回答
2.2％

ある
25.4％

近隣
22.3％近隣

32.3％ 仕事上
13.6％

仕事上
35.5％

学校生活
20.4％

学校生活
0.0％

結婚
37.9％結婚

19.4％

就職
4.9％

就職
3.2％

インターネット
1.0％

インターネット
25.8％

身元調査など
12.6％

身元調査など
6.5％

その他
2.9％

その他
3.2％

進学
0.0％

友人・知人
25.2％

友人・知人
12.9％

5年以内
14.8％

家族
35.7％

成り行きに
まかせる
34.2％

しかるべき人
が解決して

くれる
3.5％

解決に
努力する
22.1％

差別は
なくならない

17.2％

よく考えて
いない
16.6％

その他
3.7％

無回答
2.7％

親戚
2.3％

近所・友人
11.0％

職場の人1.8％

学校の授業
30.6％

研修会・
テレビ他
4.7％

インターネット
0.1％

覚えていない
11.8％

その他0.9％
無回答1.1％

はっきりと
覚えていない

17.6％

20年以内
18.6％

21年以上前
49.0％

無回答
7.7％

145

2

3

【21年以上前】
回答：103人

回答：739人

回答：739人回答：739人回答：739人

部落差別の解消の推進に関する法律（平成28年12月16日施行）
この法律は、全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、国や地方公共団

体による教育および啓発、相談体制の充実などについて定めることにより、部落差別の解消の必要
性に対する国民一人ひとりの理解を深め、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

第 2 条（基本理念）に『部落差別の解消の必要性に対する国民一人一人の理解を深め』とあるように、
全ての人が当事者なのです。誰もが日本国憲法で保障された基本的人権を享有できる社会を作るた
め、全ての人が自分たちの問題として考え、正しい行動を起こすことができるようにしましょう。


